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現実の状況である。以降これを「公道隘路」と称する。
山村の過疎に加えて，国全体でも今後さらなる人口減少
が予想される中，地域の重要性が見直され，都市への一
極集中から中山間地域を中心とする地方への分散定住
が，持続可能な開発とならび耳目を集める状況となって
きた。このような背景を受け，筆者らは 2021 年から科
学研究費の補助を受けて，課題「持続可能な次世代分散
定住社会のために今必要な森林地域の道路網整備の隘路
はどこか？」への取り組みを開始した（日本学術振興会
2021）。この問題意識は，日本の森林資源を次の世代に
豊かなかたちで引き継ぐことができるよう適切に管理育
成利用するとともに，森林に関わる産業を中山間地の経
済基盤とするために，森林地域の公道隘路を解消し公道
と林内路網をあわせて全体的な道路網整備を行うべき
だ，というものである（図－1）。研究期間は4年間でま

1．はじめに
日本の森林面積の 4割を占める人工林のおよそ半分
が，一般的な主伐期である 50年生を超えて本格的な利
用期を迎えている（林野庁2021b）。資源の成熟と，利用
間伐から主伐への移行に伴い集材対象木も大径化するこ
ととなり，集材システムや路網の対応が必要となってき
ている（鈴木ら2015，Nakazawa et al. 2019）。タワーヤ
ーダ等大型の高性能林業機械を搬送・配置するため，ま
た流通コストの低減に必要な大型の運材車両のためにも
規格の高い林道の整備の必要性が高まっており，これを
受けて 2020年には林道規程の設計車両にセミトレーラ
が加えられる改定がなされた（林野庁2021b，c；林野庁
森林整備部整備課2021）。
しかし伐出の現場である山岳地の森林に至るまでの中
山間地の公道には，いまだ狭隘部が多くあるというのが
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図－ 1　公道隘路のイメージ
（a）山岳地域道路網の解決すべき諸問題，（b）改良案の提案と効果の検証
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ると思われる交通特性（他に大型車交通量やトリップ長
など）の中でも道路の構造基準の決定に最も大きな影響
を及ぼすものである（日本道路協会2021a）。植下ら（2002）
は，道路の計画・設計の際に基準とする交通量を「設計
交通量」といい，マクロ的な計画には目標年次の年平均
日交通量（annual average daily traffic, AADTまたは
ADTと略称される）を用いる，としている。
表－1には「その他道路」の「地方部」である第3種
の区分を示した。一般道路では車線数は2以上の交互通
行が基本であり，車線の幅員は設計車両（普通自動車と
小型自動車；林道規程（図－2）と同じく「普通自動車」
はいわゆる大型トラックに相当する）に応じて等級に応
じ普通道路と小型道路別に定められている（表－1）。林
道は，1級で 2車線のものを除き車線数は 1で，設計速
度は最大40 km/時であることから，表－1に示されて
いる区分では第3種第 5級に相当する。なお，道路構造
令に定める設計車両におけるセミトレーラも林道規程に
おけるセミトレーラ（図－ 2）と同寸法（ただし道路構
造令における名称は「セミトレーラ連結車」）で，設計
車両にセミトレーラが含まれるのは幹線道路（第1種と
第 2種ではすべての等級，第 3種と第 4種では第 1級）
のみである（中村ら2015）。「設計車両に含まれる」とは，
法令によりその道路の規格で通行が保障されることを意
味する。なお道路は基本的に設計車両に普通自動車が含
まれる「普通道路」であるが，（1）普通道路での整備が
困難であること，（2）自動車が沿道へアクセスする機能
を持つ必要がない道路であること，（3）当該道路の近く
に大型の自動車が迂回できる道路があること，のすべて
の条件を満たす場合には，小型自動車（林道規程の「小
型自動車」（長さ4.7 m，幅 1.7 m）と同寸法）等のみを
設計車両とする「小型道路」を適用できる（武市2005）。
この条件は，条文の詳細から，山岳地というより都市部
の宅地や地方の集落などを想定しているものと思わ 

だ端緒についたところだが，予備調査の段階で新たな問
題や課題も見えてきた。
そこで本総説では，まず日本における公道すなわち一
般道路行政と，林道行政の変遷について振り返る。次に，
諸外国の状況を踏まえたうえで，これから解決していく
べき問題について考察することで，日本の森林地域にお
ける公道も含めた路網整備の方向性について議論する。

2．一般道路行政と林道行政の変遷
2.1　戦後の道路整備
第2次世界大戦後，日本では道路修繕等の応急対策期
を経て 1952年に道路法が制定され，戦後の道路整備体
制が確立されていった（日本道路協会 2018）。道路法制
定前には道路はすべて国の営造物とされていたが，道路
法では道路の種類が一級および二級公道，都道府県道，
市町村道とされ，国道のみが国の営造物で都道府県道お
よび市町村道はそれぞれ都道府県と市町村の営造物とさ
れた（日本道路協会 2018）。すなわち，道路は一部の私
道を除けばすべて国または地方自治体が管理する公共道
路で，延長の 80%以上が道路法の適用を受ける一般公
共道路であるが，農道，林道，公園道，港湾施設として
の道路，道路運送法に基づく自動車道等，他の法令の適
用を受ける公共道路もある（姫野2005）。
道路法にもとづき 1958 年に制定された道路構造令で
は，道路を高速自動車道および自動車専用道路（地方部
が第1種，都市部が第2種）とそれ以外の一般道路（地
方部が第3種，都市部が第4種）に大きく区分している（武
市 2005）。種別毎に 2～ 5種類の等級（上の級ほど設計
速度が高い）が設けられ，計画交通量，国道・都道府県道・
市町村道の別，および地形の状況（平地部・山地部）に
応じて区分される（中村ら 2015）。「計画交通量」とは，
対象路線を将来通行すると予測される自動車の（一般に
は年平均の）日交通量で，その路線の機能を反映してい

表－ 1　流域別路網密度（単位：m/ha）

級別 設計速度
（km/ 時）**

計画交通量（台 /日） 車線の幅員
（m）20,000 以上 20,000 ～ 4,000*** 4,000 ～ 1,500 1,500 ～ 500 500 未満

第 1級 80 60 国道・平地 普通道路 3.5
小型道路 3.0

第 2 級 60 50, 40 国道・山地 国道・平地 普通道路 3.25
県道，市道・平地 小型道路 2.75

第 3 級 60, 50, 40 30 国道・山地 国道，県道・平地 普通道路 3.0
県道，市道・山地 市道・平地 小型道路 2.75

第 4 級 50, 40, 30 20 国道，県道・山地 2.75市道・山地 市道・平地，山地

第 5級 40, 30, 20 － 市道・平地，
山地 （車道のみ）****

注） 中村ら（2015），日本道路協会（2021a）より。*: 高速自動車国道および自動車専用道路は第 1種（地方部）と第 2種（都市部）に，
その他の道路は第 3種（地方部）と第 4種（都市部）に分けられる。表には第 3種のみを記した。**: 右欄の値はその他の
状況によりやむを得ない場合に適用する。***: 他の種では 20,000 ～ 10,000 と 10,000 ～ 4,000 に区分されているが第 3種で
はこの範囲でどの級も同じ区分のためまとめた。****: 第 3 種の第 5級は 1車線で歩道等も設けられない。また小型道路が
適用されることはなく普通道路のみ。
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2.2　近年までの林道行政の変遷
戦後，伐採地の奥地化，集材機作業の長距離化に対し
て林道の必要性が急速に高まり，1955年に林道規程が制
定され 1958年策定の国有林生産力増強計画では林道網
計画が樹立された（酒井2020）。『森林利用学序説』にお
いて上飯坂（1971）は，諸外国の事例も引いて系統的に
林道と作業道網整備の必要性を論じた。引き続く林道の
計画や設計についての専門書『林業土木学』において，
上飯坂（1974）は林道の持つ機能として公道的機能と林
業的機能の2つを挙げ，当時の山村地域に不足していた
公道を補完する到達林道としての意義を明確に述べてい
る。2.1で触れたように，一般公道の道路整備五箇年計
画において 1978 年からの第 8次計画までは主に都市部
の交通需要に追いつくための整備が重視されていたこと
からも，当時は特に林道の公道的役割の必要性が高かっ
たことが伺われる。後続の『新林業土木学』（上飯坂ら
1988）および『森林土木学』（小林ら 2002）では林道密
度理論が紹介され，森林計画制度に基づく森林基盤整備
計画に即して林道密度などの整備目標が論じられて 
いる。

れる。
長期計画として道路整備五箇年計画があり，1954年の
第 1次計画以降，第 12次計画までが終了している（日
本道路協会2018）。それぞれの五箇年計画の改定理由は，
第2次計画以降，高度経済成長に伴う道路交通量の増大
（すなわち増大する計画交通量への対応）等が主であっ
たが，1978年の第 8次計画以降は「地方定住」や「一極
集中の是正」等，地方の整備を意識した言葉が見られる
ようになった（日本道路協会2018）。
橋梁と道路における耐荷重の変遷を見てみると，1960
年前後に橋梁の車両荷重（1軸の荷重を意味する）およ
び車両制限令における「許可なく通行できる車両総重量」
がともに20 t となり，その後大量輸送の時代に沿うよう
に後者では1971年に連結車が導入され，前者は 1993年
に 25 t に引き上げられている（表－ 2）（中村ら 2015）。
連結車とはセミトレーラ（図－2）とフルトレーラを指す。
フルトレーラは図－2の普通自動車に牽引車両を連結さ
せた構造の車両で一般に全長は20 m程度あるいはそれ
以上あり，現在は道路構造令の設計車両に含まれていな
いが特別に許可された道路では走行可能になっている。

表－ 2　橋梁の設計荷重等の変遷

 

 

政令等の名称 車両荷重の概要* 指定道路 その他の道路
1986  国県道の築造標準 規定なし － － －
1919  道路構造令・街路構造令 7.875 t（国道） － － －
1926  道路構造に関する細則案 12 t（1等橋） － － －
1939  鋼道路橋設計示方書案 13 t（1等橋） － － －
1956  鋼道路橋設計示方書 20 t（1等橋） － － －
1961  ↓ ↓ － － 20 t
1964  同上 同上 － － ↓
1970  道路構造令 20 t － － ↓

1971  ↓ ↓ 連結車 34 t
その他 20 t － 連結車 27 t

その他 20 t
1972  道路橋示方書 20 t（1等橋） ↓ － ↓

1973
 特定の路線にかかる橋，
 高架の道路等の技術基準
 について

43 t（湾岸道路，高速自
動車国道，その他） ↓ － ↓

1983  道路橋示方書 20 t（1等橋）
43 t（特定の路線） ↓ － ↓

1990  同上 同上
 道路橋示方書 25 t
 道路構造令 25 t

注）日本道路協会（2018）より。*: 車両荷重の他に等分布荷重等があり，両者が組み合わされて橋梁が設計さ
れる。ここでは橋梁設計に用いる荷重が上昇していることを説明するために車両荷重だけが記載されている。
**: 車両制限令の規定。連結車にはセミトレーラ連結車またはフルトレーラ連結車が含まれる。すべての形状で
はなく，特定の形状が指定されている。

年 高速自動車国
道

その他の道路
許可なく走行できる車両総重量の上限値**

橋梁の設計に用いる車両荷重

1993 連結車 36 t
その他 25 t

連結車 27 t
その他 25 t

連結車 27 t
その他 20 t
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わけではないことには注意する必要がある。
2.3　2020 年の林道規程改定
流通コストの低減や機械の大型化に加えて「ドライバ
ーファースト」等車両の通行性の改善も考慮し，2020年
に林道規程が改定された（林野庁 2021c，林野庁森林整
備部整備課 2021）。通行性の改善については，路肩幅や
縦断勾配等で特別な場合にのみ許されていた，標準より
狭いあるいは急な値の特例が削除された点が挙げられ
る。大きな変更点は設計車両にセミトレーラ（図－ 2）
が加わったことで，セミトレーラ対応の1種とそれ以外
の2種という区分が新たに設けられた（表－3）。
セミトレーラの幅は普通自動車（いわゆる10 t トラッ
ク）と同じで2.5 mだが，連結部から後ろの車両を牽引
する構造のため，普通自動車よりも内輪差が大きくなる。
公道では道の等級や設計速度の関係から最小曲線半径は
50 m程度以上となる場合が多いためセミトレーラでも
曲線部の拡幅量は1 m程度以内に収まる場合が多いが，
林道では地形が複雑な山地に対応できるよう最小の曲線
半径は車両の最小回転半径である12 mまで認められて
おり，このような場合には拡幅量が非常に大きな値にな
ることもある（図－3）。なお，セミトレーラの内輪差を
計算するためには，連結車と牽引車を繋ぐキングピンと
牽引車の後車軸の間隔の値（オフセット，図－ 2）が必
要（日本道路協会 2021b）だが，設計車両の寸法値には
その項目はない（オフセット0 m）。またフルトレーラは，
車長は長いが内輪差はセミトレーラより小さく，普通自
動車に近いものとなる（社団法人全日本トラック協会
2008）。

3．諸外国の状況
諸外国における林道や林内路網の整備状況について
は，これまで上飯坂（1971），Dietz et al. (1984)，神﨑・
小林（1990）などで紹介されてきた。近年では酒井・吉
田（2018a，b）が包括的に世界の林道と林業の状況を解
説し，ニュージーランドについては山田（2020a）が詳
しい。
2020年 9月から定期的に開催されている林道に関する
ウェビナー（IUFRO 2021; 鈴木 2021）のヨーロッパに関

この時期までは，建設費用とそれによって得られる費
用削減効果を林道密度理論に基づいて最適化する「コス
トミニマム方式」により整備目標が定められていたが，
2001年に閣議決定された「森林・林業基本計画」におい
て，中欧に倣い，目的とする森林施業を実施するために
物理的にどの程度の路網整備が必要かを算出する「距離
基準方式」が用いられるようになった（吉岡2020，有賀
2021）。森林路網における道路の種類も，引き続く 2009
年の「森林・林業再生プラン」において，それまでの林
道と作業道の2区分から，「林道」・「林業専用道」（林野
庁2021d，e）・「森林作業道」（林野庁2021g）の 3区分（林
野庁2021f）へと改められた。
林道には林業的機能が持たされているというものの，
林道規程が適用される林道は「民有林国庫補助林道」（お
よび国有林道）であり，基本的に公道の性格を持つ。す
なわち，一般車両が通行可能であり，そのため林業的機
能に必要な道上での伐出作業等は制限される。ゲート設
置などの私的権利行使は可能という法的解釈は成り立つ
が，この私権は公共の福祉に従うことが求められること
から濫用は許されない（酒井ら 2000）。公道的機能が高
い林道では，開設後，県道や市町村道に移管される（実
際に公道になる）場合もある（酒井・手島 1990）。これ
に対し，林業専用道は林道2級とほぼ同等の規格（積載
量10 t のトラックが通行可能）を持つ林業のための道路，
という性格付けがなされている。
このように，この改正により，林道がそれまで持って
いた林業的機能の一部はその機能に特化した林業専用道
が受け持つこととなり，役割分担としては公道的機能を
受け持つのは林道，ということになった。ただし，林道
は公道的性格を持つことにより制約を受けつつも林業的
機能も依然として兼ね備えており，林業的機能を失った

図－ 2　  設計車両としての普通自動車・セミトレーラ
　　　　（a）普通自動車，（b）セミトレーラ

表－ 3　林道の等級区分

種類 等級 * 設計車両 車道幅員
（m）**

設計速度
（km/ 時）***

第 1 種 1 級 セミトレーラ 4.0 40, 30, 20 （30, 20）
2 級 セミトレーラ 3.0 30, 20 （20, 15）

第 2種
1級 普通自動車 4.0 40, 30, 20（30, 20）
2 級 普通自動車 3.0 30, 20 （20, 15）
3 級 小型自動車 2.0 20 （20, 15）

注） *: 1 級には 2車線のものと 1車線のものがある。2級と
3 級は 1 車線のみ。**: 第 1 種および第 2 種の 1 級は 2
車線で車線幅員は 2.75 m。***: 括弧なしは幹線，括弧内
は支線・分線。
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LVRは，大きな軸荷重を伴うが少ない交通量（原語は 
“annual average daily traffic”, ADT, で植下ら（2002）の
「年平均日交通量」と同義；一般的に 400 台 /日以下）
に対して設計される（Keller and Sherar 2003, 酒井・吉
田2018a）。
ニュージーランドでは運材車両の大型化が進み，車両
総質量の制限が44 tから9軸で64 tにまで増大しており，
林道の建設費は伐出される材（m3 あたり単価を設定）
の販売でまかなう（Visser and Harvey 2021）。

4．解決すべきと考えられる諸問題
4.1　公道隘路
2.1で概観したように，戦後の復興期を経て日本は全
国で公道整備が進み，基本的に公道は普通自動車（10 t
トラック）が走行できる規格となっている。しかし林業
の現場である中山間地では10 t フル規格の大型トラック
が満足に通行できる公道は少ない。筆者らが各地の現場
で見分している現状では，いわゆる 8 t 車あるいは 6 t

する報告（Borz 2020）によると，日本と異なりほとん
どの国で林道は私道扱いになっている。道の規格に関し
て，オーストリア以外は，最小曲線半径と最急縦断勾配
が，日本よりそれぞれ大きく，小さい傾向である。路網
密度の現状は，ドイツとオーストリアのみ 40～ 50 m/
ha（Borz (2020) では不明とされていたフィンランドも酒
井・吉田（2018b）の情報から概算すると両国と同程度），
他国は10 m/ha前後で，この現状に対する認識がドイツ
以外はオーストリアも含めて路網密度が不足していると
している点は興味深い。酒井・吉田（2018a，b）で紹介
されている欧州諸国のうち詳細な車両規格が記されてい
る例として，スロベニアでは5軸フルトレーラ（総重量
40 t）（酒井・吉田 2018a），アイルランドでは 6軸アー 
ティキュレート式で最大総重量46 t（酒井・吉田2018b）
との記述がある。Borz (2020) が映像で紹介したルーマニ
アの運材車両もフルトレーラであった。
アメリカ北西部では，林道は，“low volume roads” 
(LVR) として認識され，施工されている（Lyons 2020）。

図－ 3　  普通自動車・セミトレーラの曲線部における車道幅員と拡幅量
注） 標準の車道幅員（表－ 3）に曲線半径に応じた拡幅量を加えたものが実際の車道幅員となる。
全幅員は，これに両側の路肩（1車線の林道では基本的に片側 0.50 m）が加わる。

表－ 4　普通自動車相当でやや小型の市販大型トラックの寸法等の諸元

メーカー 積載量（kg） 全長（mm） 全幅（mm） 荷台長（mm） ホイールベース
（軸距）（mm）

最小回転半径
（m）

車両総質量
（kg）

A社 6,200 ～ 6,400 7,275 ～ 8,925 2,255 ～ 2,480 5,300 ～ 6,650 4,060 ～ 5,160 6.5 ～ 8.0 10,585 ～ 10,985
B 社 6,400 6,840 ～ 9,440 2,290 ～ 2,470 4,600 ～ 6,700 3,810 ～ 5,210 6.5 ～ 8.5 10,780 ～ 10,940
B 社 8,500 ～ 9,000 7,235 ～ 9,440 2,290 ～ 2,470 5,300 ～ 7,200 4,350 ～ 5,540 7.2 ～ 9.6 13,205 ～ 13,710

注） 日野自動車株式会社（2021），いすゞ自動車株式会社（2021），三菱ふそうトラック・バス株式会社（2021），UDトラック
ス株式会社（2021）を参考に，詳細諸元が示されていた 2社の製品から抽出して集計した。
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応用したものとして，澤口（1996a，b），吉村・酒井（1998），
井上ら（2000），仁多見ら（2004），松本・古川（2007），
澤口ら（2013），山﨑ら（2018）などがある。海外の知
見をまとめたものにはHeinimann (2017) がある。これら
の研究の系譜に繋がるもので公道との接続を意識した研
究には，中澤ら（2007a～ c，2008，2009）があり，今後
の進展が期待される。
4.2　橋梁
これも今後客観的に状況を示す必要があることだが，
これまで筆者らが山地での伐出に関わる関係者から把握
した問題点のひとつとして，耐荷重が不足している旧基
準の橋梁の存在がある。表－2に示したように橋梁の耐
荷重は1956年と 1993年の 2回，大きく改定されている。
1993年の改定後，各地域では順次新基準に沿うように橋
梁の架け替え等が行われているはずだが，予算や優先順
位などの都合のため新しい基準に対応できていない旧基
準の橋梁がまだ相当数残っているものと考えられる。な
お，現存する橋梁の耐荷重等の情報は，当該自治体の建
設部等に照会することで知ることができる。
公道隘路とも関連するが，運材車両のみならず伐出機
械等の林業機械も大型化してきており，それらを現場ま
で運搬するトレーラも相応の規格のものが必要となって
きている。すなわち，高規格の，特に幹線的役割を持つ
公道は，耐荷重や設計車両の規格について特例あるいは
許可申請の制度があるため，必要に応じて大型トレーラ
やフルトレーラの走行が可能だが，橋梁の耐荷重やトレ
ーラに機械を積載した状態での車両全高の高さ制限（普
通自動車およびセミトレーラ連結車の高さは 3.8 m，重
要物流道路である普通道路にあっては国際海上コンテナ
車に対応して4.l m；日本道路協会2021a）が隘路となり
伐出現場に機械が搬入できない場合があることが問題で
ある。橋梁についても，通行量（回数）の面からの需要
を指標にすると改良や架け替えの優先度は低くなってし
まうが，必要な機械の運搬は作業実施の大前提であるた
め，改良や架け替えの必要性について合理的理由を持っ
て提示していくことが重要と考えられる。
4.3　道路の規格
この項では，公道・林道や作業道の区別なく共通のこ
とだが，地形等の条件から可能な道路の規格の限界につ
いて触れておきたい。傾斜地に道路を作る場合，道幅が
広いほど土工量が多くなり崩壊危険度も増す（酒井
2004，鈴木ら 2015）。例えば林業専用道作設指針（林野
庁2021d）では，斜面傾斜の閾値の目安は30度とされて
いる。道の幅員自体は規格（道路の等級）で一定だが，
曲線部では拡幅が必要となる。尾根や谷を通過する曲線
部で，加えて曲線半径が小さいと，規格（設計車両）に
より拡幅量が非常に大きくなる場合もある（図－2，3）。
なお，拡幅量として必要な内輪差は曲線部における前輪
と後輪の軌跡の差として定義されるが，図－2に示され
ているように，林道規程では車両前面の中心点が常に車

車などのひと回り積載量が小さいトラックが運材用に使
われている場合が多い。これらの車両は，全長，軸距，
最小回転半径など10 t 車（図－ 2の普通自動車）より数
割小さい（表－4；日野自動車株式会社2021，いすゞ自
動車株式会社2021，三菱ふそうトラック・バス株式会社
2021，UDトラックス株式会社 2021）ため，道幅や曲線
部の拡幅に余裕が少ない道路での通行性が高い。一方，
積載量も本来通行できるはずの10 t 車（普通自動車）よ
り数割小さいため，運搬効率は低くなる。公道隘路の解
消のためには，第一にこのような現状の把握が必要で 
ある。
こうした実態は 1．で触れた科研費の研究で今後客観
的に明らかにしていきたいと考えているところである
が，現時点において聞き取り等で把握した例では，県道
等においても8 t クラスのトラックでも通行できない区
間があり，そのような区間について管轄の行政に改良を
依頼しても，公式な記録では通行可能な規格となってい
る，あるいは過去に公費により通行可能となるような改
良を行った記録がある，などのため行政側でも動けない
という事例があった。日本の行政の無謬性が足かせとな
っているとも考えられる例である。戦後の混乱期に，厳
密には規格を満たさないが無理に公道に昇格させたと思
われるような箇所もある一方で，地域により事情は異な
るようだが，そうした公道（宅地や集落へのアクセスの
ため特例で低い規格で開設されたものもある）をいった
ん廃道にし，林道として再施工することで走行性の高い
道路に改良する（林道は林道規程を遵守して作られるの
で規格が保障される）という手法を用いている自治体も
存在する。林道は基本的に公道であるという性質が，肯
定的に利用されている例と言えよう。
このような隘路の問題に加えて，2.1で述べたように
公道の等級は計画通行量に応じて定められているため，
そもそも一般交通の需要が少ない中山間地では制度的に
等級の高い公道は作られにくいという問題もある。一方，
道路の構造基準は大型車交通量など計画交通量以外の交
通特性も加味して決定されるべきものである（日本道路
協会 2021a）。セミトレーラは内輪差が大きい（図－ 3）
ため，拡幅量を一定以下にするには曲線半径もある程度
以上大きい（一般には設計速度も高い）必要がある。林
道へのセミトレーラ導入を今後本格的に進めていくため
には，現状把握に続く第二の課題として，公道路網の末
端の奥にある森林地域へのアクセスの重要性を客観的に
正当に示し，LVRのように通行量とは別の根拠により，
中山間地の公道の高規格化を要請する必要があろう。
研究面において，これまで林内路網の研究は多く行わ
れているが，公道との接続も考慮した研究は多くない（鈴
木 2011，鈴木ら 2019）。前者については，初期には神崎
（1965），Kanzaki (1966)，南方ら（1985），酒井（1987）
などがあり，またそれまでの知見をまとめた神﨑・小林
（1990）がある。さらに，積み上げられてきた知見を発展・
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工方法が記されている（Keller and Sherar 2003, Upfold 
2005）。日本においては，路面の浸食や路面からの土砂
流出そのものを取り扱った研究は 1980年代から行われ
てきている（福島ら 1984；古谷ら 1984，1986；中島・
北川1991；Muneoka et al. 2014，など）。一方，路面から
周辺の渓流への土砂の到達についての研究は，1990年代
末から取り組まれてきている（李・峰松1997，呉・井上
1998，吉幸ら 2001，李ら 2003，臼田ら 2014）が，対策
のマニュアル化に向けてさらなる研究が必要と考えられ
る。
地形などの条件を見て崩壊危険度の少ない路線選定を
する技術は，大橋が経験的に示した知見（大橋・神崎
1989，大橋 2001，2011）を吉村・神崎（1995）が客観的
に検証し，こうした成果をもとに情報技術も用いて地形
や地質の情報を路線選定に援用する技術が進展してきて
いる（Suzuki et al. 2007, Saito et al. 2013, Yoshida et al. 
2018, 白澤 2020，2021）。地質などの情報も，全国的なも
のが容易に利用できるようになってきた（全国地質調査
業協会連合会2016，産総研地質調査総合センター 2020，
平 2020，日本地すべり学会 2021）。ただし詳細な地質・
土質は掘削するまで判明しない場合も多いが，そうした
状況を把握するために，開設済み路網の切取法面を利用
するなどして地域毎の詳細地質等についての情報を集積
することが考えられる。なお，近年の気候変動，豪雨の
頻発化（宗岡ら 2021）に対応して，「今後の路網のあり
方検討委員会」でも指摘されているように（林野庁
2021a），林道等の設計で考慮される確率降雨強度の見直
しが必要と考えられる。
4.5　集材システム
路網整備の目安が距離基準方式（吉岡 2020，有賀
2021）になったことは先に述べたが，その場合，考え方
として路網の対象としている道のすべてにおいて道端か
ら集材作業を行うことができることが前提である（後藤
2011，石橋 2011，櫻井ら 2004）。しかし，日本の林道は
基本的に公道であるため，通常は，林道が林業用の道で
ある欧米諸国では標準的な，林道に機械を置いたり道端
を材置き場にしたりしての集材等の作業は行うことがで
きない。林道規程第 33条「林業作業用施設」の項は，
土場等を別個に設ける必要があることを示している（林
野庁2021c）。公道も許可を得れば集材作業等に利用でき
る場所もあるものの，現実的な路網整備の目安（具体的
には目標となる路網密度）を定める際には実質上公道や
林道は除く必要があると考えられるが，実際にはそのよ
うになっていない場合が多いように思われる。使用する
作業システムが従来型の架線で，必要な土場を林道沿い
の適切な箇所に設けることができる場合には問題がない
が，横取り距離が大きくない反面架設撤去が容易という
機動性が利点であるタワーヤーダやスイングヤーダで
は，道端を土場にできることがその特質を活かすうえで
必須である。この基本的な認識を，今一度確認する必要

道中心線上にあるように曲線部を走行した際の前面中心
点の軌跡（すなわち車道中心線）と後車軸における車両
中心点（後車軸の中心点）の軌跡の差を拡幅量としてい
る（日本林道協会 1983）。拡幅量を抑えるためには曲線
半径を大きくする必要があるが，曲線半径の大小は，地
形の複雑さ，すなわち等高線迂回率（山﨑ら2021）など
で表される等高線の入り組み方によると考えられる。地
質や地形と等高線迂回率の関係について，さらなる研究
が必要と思われる。
急峻な地形では道幅を一定以下に制限し機械も小規模
なものにするという考え方もあるが，林業の成長産業化
や世界の森林・林業との関係性の中で日本の林業を考え
ると（山田 2020b，2021a ～ h），物流コストの低減のた
め運材車両や機械を大型化するという方向性も，やはり
必要な施策と考えられる。一方，道路の施工では地形や
地質との兼ね合いが必須で，一定以上の悪条件では一定
以上の規格の道の作設は断念せざるを得ない場合もあろ
う。ただし，和歌山や岐阜といった急斜地が多い地域で，
タワーヤーダ等の大型機械が入る道を慎重に作設し，適
切な維持管理で継続して安定的に使用している例もある
（前田2021，長瀬 2021）。
なお，道幅を最小限にすることで崩壊の危険性も抑え
る方向に対処することができるが，大型車両を余裕のな
い道幅で運転することは，走行自体の安全性のみならず
運転手の心理的負担ひいては安全にも影響することが考
えられる（Nakata and Itaya 2020，中田ら2021）。こう
したことも，ないがしろにはできない問題のひとつであ
る。
4.4　森林整備と防災
森林地域である中山間地の路網整備は，木材増産のみ
ならず，森林の整備にも必要である。具体的には，人工
林においては，適期の除間伐や伐採を行うことで偏った
齢級を平準化するため，また条件によっては未整備の人
工林を広葉樹林に誘導するための施業が考えられる。予
定調和的な考え方には注意する必要があるが，長期的に
見て適切な森林の整備すなわち管理・育成は，森林土壌
の発達を促し保水機能を高めることや，根系の発達によ
り表層崩壊を防止する機能を高めるなどの効果が期待さ
れることから（塚本1992；丹下・小池2016；多田 2018，
2021a，2021b；丸谷 2019），森林の保全，ひいては豪雨
等に付随する山腹崩壊などの災害の回避につながると考
えられる。また，そうした森林の管理・育成のために整
備された路網は，森林地域への非常時のアクセスも向上
させることから，災害が発生したときの早期復旧にも貢
献すると考えられる。
一方，未舗装の林道や作業道では，道が崩壊せずとも
路面浸食による土砂の流出の問題があり，これをできる
だけ抑えるような施工の工夫が必要である（Aruga et al. 
2005, Forsyth et al. 2006, Sheridan and Noske 2007）。欧米
では作設マニュアルに必ず環境保全のための具体的な施
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